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第1章長崎市駐車場整備計画の改訂にあたつて

1 改訂の背景と目的

本市の駐車場施策は、これまで駐車場不足による路上駐車や渋滞発生を防止するため、平成

6年に「長崎市駐車場整備計画』を策定し、交通施策の一環として、駐車場の総量確保に重点を

置いた取組みを進めてきました。

この結果、駐車場の総量は着実に増加し、路上駐車は減少するなど一定の成果が上がってい

ます。

一方、近年の人口減少や自動車利用の二ーズの変化なども相まって、本市の自動車保有台数

の伸びは鈍化傾向にあり、今後は駐車場の需要量と供給量の乘離が進行していくことが予想さ

れるなど、駐車場施策は転換期を迎えています。

また、人口減少や少子高齢化が進行する中、将来の者β市づくりの考え方を示す「長崎市都市計

画マスタープラン」においては、将来のまちの姿として「ネツトワーク型コンパクトシティ長

崎」を掲げており、駐車場の分野においても、まちづくりの方針に沿って、民間事業者が土地利

用の転換を図りやすぃ環境づくりや公共交通機関の利用促進に貢献する取組みが求められてい

ます。

さらに、国においても、これまでの総量確保の施策からまちづくりと連携した施策に転換す

る必要性を打ち出しています。

このようなことから、ごれまでの駐車場総量確保の取組みからまちづくりと連携した駐車場

施策への転換を行うため、本市の駐車場施策の方向性を定める「長崎市駐車場整備計画」の改訂

を行います。



2 計画の位置付け

長崎市駐車場整備計画(以下「本計画」という。)は、「駐車場法(昭和32年法律第106号)」

に基づく計画で、上位計画である「長崎市総合計画」に即すとともに、関連計画と整合を図り改

訂します。

また、本計画に基づき、関連条例である「長崎市駐車場条例(昭和46年条例第2号)」や「長

崎市建築物における駐車施設の附置及び管理{こ関する条伊K平成5年条例第4号。以下「附置義

務条例」という。)」へ展開していきます。

なお、本計画は「駐車場整備地区」を対象とした計画でありますが、長崎市立地適正化計画で

定める「都市機能誘導区域」は、高次な都市機能増進施設を維持・誘導し、都市全体における各

種生活サーピス(商業、医療、福祉等)の効率的な提供を図る区域であり、駐車場のあり方は効

率的なサーピス提供の観点においても重要であることから、陪β市機能誘導区域」につぃても本

計画に基づく取組みを行うこととします。

く長崎市駐車場整偏計画<改訂版>の位付け>
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(駐車場整備計画)

第4条駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、そ

の駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将

来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する

計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めることができる。

2 駐車場整備。十画においては、おぉむね次に掲げる事項を定めるものとする。

路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針

路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量

前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関す

る施策

四地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によ

つては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並

びに設置主体

五主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要

3~5 略

<根拠法駐車場法(抜粋)>

3 計画期間

本計画の計画期間は、令和3 (2021)年度から令和 12 (203の年度の 10年間とします。

なお、中間年次の5年目を目途に計画の進捗状況等の確認を行い、必要に応じて見直しの検三

を行います。

一
二
三



4 上位・関連計画

本計画は、上位計画に即すとともに、関連計画と整合を図り改訂します。そこで、上位.関連

計画において本計画に関連する内容などにつぃて整理します。

①長崎市総合計画

■概要

総合計画とは、これからの長崎市がめざす例評来の都市像」を掲げ、その実現に向けた

基本的な姿勢や道筋を明らかにしたもので、すべての市民と行政にとって共通のまちづ

くりの指針となるものです。

現行の第四次総合計画期間は令和3年度で終了するため、現在、令和4年度から令和

12年度を計画期間とする第五次総合計画を策定中です。

■関連キーワード(第四次総合計画)

基本施策 キーワード

交流のための都市機能を高

め、交流を促進し、賑わいを 2次交通の整備等

創出します

持続可能な低炭素社会を実

現します

個別施策

交流のための都市機能を高

め、受入態勢の整備とおも

てなしの充実を図ります

温室効果ガスの排出を抑制

する緩和策(排出削減)と気

候変動の影に対する適応

策を推進します

再生可能エネルギーの利活

用と省エネルギーを促進し

ます

暮らしやすいコンパクトな

市街地を形成します

道路・交通の円滑化を図り

ます

及

安全・安心で侠適な公共空

間をつくります

・市街地のコンパクト

化と周辺地区との公共

交通によるネットワー

クの形成を図る

・交通需要マネジメン

トを推進

・マイカーから公共交

通機関への乗換えを促

す

・適正な駐車対策や駐

輪場の整備を推進

・市営駐車場や駐輪場

の適正な管理運営

自然環境と調和した良好な

市街地形成を誘導します

だれもが安全・'決適に利用

できる道路の整備を進めま

す

・公共交通機関の利用

促進等の取組みを推進

公共交通の利便性や安全性

の向上を図ります

次世代自動車等の普



②長崎市都市計画マスタープラン(平成28年12月改訂)

■概要

都市計画マスタープランとは、将来の都市づくりの考え方を示すものです。長崎市第

四次総合計画に掲げる将来の都市像を都市計画の面から実現するため、市民の暮らしの

指標となる「住む」「働く」「動く」「集う」「字ぶ・育む・やすらぐ」という生活像を視点

とした都市づくりの指針を定めています。また、人口減少、少子高齢化の進行において

も、持続可能な都市構造の実現を目指すため、長崎らしい集約連携型の将来都市構造と

して、「ネットワーク型コンパクトシティ長崎」の実現を掲げています。

■計画期間

平成 28 (2016)年度から令和 17 (2035)年度までの 20年間(中間年次の令和7

(2025)年度に見直し)

■関連キーワード

観光地周辺や都心部の商業・業務地区における円滑な道路交通の確保のため、公共交

通の利用促進を図るとともに、附置義務条例等に基づいた、事業者と行政の協働によ

る駐車場・駐輪場の適切な配置・整備を図ります。

中心市街地等においては、歩行環境の快適性や安全性を確保するため、事業者と行政

の協働により、駐輪場の整備を促進します。

.都心部.都心周辺部.地域拠点と生活地区を結ぶ公共交通機関の連携強化とともに、利

便性、定時陛、速達性を高めるため、バークァンドライドなどの交通需要マネジメント

5

(TDM)の施策を推進します。

、
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③ 長崎市立地適正化計画(平成30年4月策定)

■概要

立地適正化計画とは、長崎市都市計画マスタープランで掲げる将来都市像「ネットワ

ーク型コンパクトシティ長崎」を具体的に進めていくための「コンパクト」の部分を担う

計画です。基本方針に、『長崎らしい「集約(コンパクト)と連携(ネットワーク)」の都

市実現のため、市民にとって安全・安心で快適な暮らしが続けられる都市づくり』を掲げ

ています。立地適正化計画では、高次な都市機能が集積してぃる「都市機能誘導区域jと

その周辺の平地を基本とする地形的制約が少ない「居住誘導区域」の2つの誘導区域を

定め、「都市機能誘導区域」には高次な都市機能増進施設を維持・誘導し、「居住誘導区

域」には、緩やかに居住を誘'していくこととしています。

■計画期間

平成30 (2018)年度から令和 17(2035)年度までの概ね20年間(棚a5年毎に計

画の進捗状況等の確認を行い、必要に応じて見直し)

■関連キーワード

都市計画法や都市再生特別措置法等1こ基づく規制緩和を行い、民間事業者が土地利用

転換を図りやすし

・暮らしに欠かせない公共交通の維持・改善を図り、

利用促進を図ります。

を整備し、都市機能の誘
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安心して暮らしゃすい場所への住みえを促L、
市のや人口度の雑持を目指Lます.

時間をかけて
居住を緩やかに誘導

..."

モの肋剛

居住誘導
区埋外

<断面イメージ>

都市機能誘導区域
多ぐの飽設が筆まって
立地している区域

居住誘導区域

安全で暮らしやすい場所に暦住を誘導ずる区域

計田匡域計匡域外
便一ーーーー^

関発団地や幅 6巾以上Φ道路に
接している土地は居住誘, 区域に含む◆

◆

゛

(出典:長崎市立地適正化計画)

<将来都市構造図>

. ゛゛
゛゛

t

自然共生区域

ゆとりの畠る居住を
許容する区壊

居住誘導区域外

゛
゛

,

,.

捷書尭生の危検性
力笹い区址は除外

a0皐

罫0円辺憾

亀雫尋点

生活亀区

市野地

"地

墾爵塵蓋週童軸

畔謹道誌

畦■調耳1"高畢勃

・星崎斬赫報

寓●0塾草遷

M島

^

盆

旦迂郵

城美'

都市棲能誘導区域を

設定する拠点

n

牝即亀域

雌・艶・"草・鉦幸ι^
^L.^邑ι^■謝隆融
玉τ■剥、則●加乱空暑血を寓
具ι制

雫壷^^叡,一階里
奮ιUn,電亜幸
イ寓,●季●邑亀電

^コ壷ユニ,骨^t轟^.岡皇
献'畳屑^よ■●●・捌1,

=・醜^●ι酬肩重■高紅
生駄巨

都市機能誘導区域を

設定する拠点

■邑旦旦

甚畢■1

^

地戯

重"抽里臭貞

皐向'●●

伊

.

.

i

富

せ

、

生■

並早怖

軍醍鳳埴異'

.

.

゛

ネ

尋」輩よ晶写■

昌0薗血酋

伽0"

局舶地壊

(出典:長崎市立地適正化計画)

訊島捻盤掲盧

■●含● 4 員竜

用
ぞ
に
適
区
外

辱
な
的
が
い
除

業
墳
庄
性
な
は

工
地
の
居
さ
壊

.
゛

ノ
、
゛
.
!

゛
阜
゛

東

.
、

、
.

、

゛

,
N

ー
.

ぐ
0



④長崎市公共交通総合計画(令和2年6月策定)

■概要

公共交通総合計画とは、長崎市都市計画マスタープランで掲げる将来都市像「ネツト

ワーク型コンパクトシディ長崎」の「ネットワーク」を担う計画で、立地適正化計画と連

携して将来都市像の実現を目指すための計画です。

これからの公共交通が目指す姿を掲げ、目指す姿の実現と課題解決に向けた方向性な

どを定めています。

■計画期間

令和2 (202の年度から令ネロ17 (2035)年度までの16年間(棚ヨ'5年毎に計画の

遇歩状況等の確認を行い、必要に応じて見直し)

閣関連キーワード

.自家用車から公共交通への利用転換を促すため、郊外部でバークァンドライド駐車場

の設置について検討します。

観光客など長崎への来訪者が公共交通を利用してストレスなく目的地に行けるよう、

入を促進する。Maas
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⑤長崎市地球温暖化対策実行計画(平成29年2月改訂)

■概要

地球温暖化対策実行計画とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共

団体実行計画で、本市の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等を総

合的かつ計画的に進めるための施策を定めています。

基本目標に、「市民協働のコンパクトで低炭素型の持続可能な『人と自然と文化が輝き

続けるまち長崎』」を掲げ、令和32(205の年度における将来ピジョンに、「公共交通機

関が充実し、徒歩や自転車で行動できる低炭素でコンパクトなまち」fエネルギーの有効

活用が進み、環境と経済がともに伸びるまち」「大量生産・大量消費から脱却し、省資源.

循環型へ転換したまち」「環境伝配慮した行動を実践するまち」.を設定しています。

厘目標年

令和12 (2030)年度を中期目標年、令和32 (2050)年度を長期目標年

■関連キーワード

.自動車中心のライフスタイルからの脱却を図るため、公共交通機関の利用を促進する

施策を実施します。鉄道からバス等への公共交通乗継ぎの利便性向上やパークァンド

ライド駐車場の利用によるまち中心部への移動時における公共交通機関の利用促進等

を図るため、交通結節点の改善を図ります。

自動車にっいては、エコドライブや力ーシェアリングの普及に努め、使用方法の改善

を図るとともに、電気自動車充電設備の設置等インフラの整備を行い、電気自動車や

ハイブリッド自動車等のエコカーの普及を促進します。
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⑥長崎市観光・ MICE戦略(令和3年3月策定)

■概要

観光.MICE戦略とは、観光を取り巻く社会情勢の変化や多様化する訪問客の二ー

ズに対応するため、従来の戦略や計画を統合するとともに、観光のみならず「出島メツセ

長崎」を中心としたMICEによる振興を図ることを目的として策定する戦略です0

交流人口の拡大による経済活性化と市民生活との調和を図るため、行政、事業者、 DM

0、市民などの多様な関係者がめざすぺきピジョンを共有し、そのビジヨンを達成する

ための基本的な方向性や重点的に進めるぺき取組みの指針を示します。

■計画期間

令和3 (2021)年度から令和7 (2025)年度までの5年間

■関連キーワード

.市内の観光スポットの周遊を促進するため、交通事業者と連携し、観光型MaaSな

どにより、バスやタクシーなどの移動手段をサービスとして提供し、検索から予約、決

済、利用まで総合的に対応できるような周遊の検討を行っていきます。また、観光スボ

ツトや移動経路の混雑を回避する機能により、訪問客の需要の平準化を図り、ニーズ

に応える决適な周遊環境を提供できるよう検討していきます。

11



第2章これまでの取組み

1 計画策定時(平成6年)の社会情勢

本市の中心部は、周囲を斜面地で囲まれたすり鉢状の地形により、計画策定当時は幹線道路

が狭小な平坦地に集中する一点集中型の幹線道路網を形成していました。

このような中、全国においては急速な自動車社会の到来とともに自動車の保有台数が著しく

増加し、本市においても自動車保有台数の増加により都心部への自動車交通の集中はますます

その度合いを高めていました。

また、本市は古くからの港湾都市として、また、原爆被災の平和都市として世界に広く知られ

ていることに加え、様々な観光施設が中心市街地を中心に多く分布してぃることもあり、多く

の観光客が訪れていますが、その多くが自動車による来訪のため、観光施設の集積地周辺にお

いては、さらに道路混雑に拍車をかけていました。

さらには、駐車場整備が駐車需要に十分に応えうるものとなっておらず、駐車マナーの問題

も相まって路上駐車が蔓延し、さらに渋滞を悪化させるという悪循環が発生し、駐車問題が交

通の安全性低下や円滑な都市活動の阻害などの要因となってぃました。

<駐車問題による影響のイメージ>

モータリセーシヨン

の進展

一点集中型

幹線這路網

觀光客の多くが自動

車による来訪

交通の安全,生

下・都市活

阻害が発生

駐車場不足

駐車マナーによる

路上駐車



2 計画策定前における取組内容

前述した駐車問題に対応するため、本市においては、昭和42年に駐車場整備地区として都心

部約158へクタールを都市計画決定し、昭和45年には附置義務条例を定めるなどの取組みを

行ってきました。以下に、駐車場整備計画策定前における主な取組みを整理します。

.放射環状型幹線道路キ岡

の整備

主な取組み

<計画策定前における主な取組み>

.駐車場整備地区の都市

計画決定

概要

都心部への道路交通の一点集中を解消するため、国や県など

と連携しながら放射環状型幹線道路網などの整備を推進して

きました。

昭和42年に駐車場整備地区として都心部約158へクタール

を都市計画決定し、その後、昭和49年に松が枝地区、平成6

年に住吉.浦上地区に順次区域の拡大を行い、現在、約341へ

クタールを指定しています。

目的地が明確な駐車需要に対する原因者負担の原則に基づ

く附置義務制度として、昭和45年に附置義務条例を制定し、

以来、附置義務制度は駐車施設の整備の推進に大きな役割を果

たしてきました。

このような中、従来の附置義務基準では、当時の都市交通や

駐車需要を取り巻く状況に対して十分な対応が困難であった

ことから、平成5年に附置義務条例の全音β改正を行い、附置義

務基準の強化を図るとともに適用地区の拡大を行っています。

●附置義務条例の制定

●公共による駐車場整備

道路交通の円滑化と都市機能の増進を図るため、これらを阻

害する要因である路上駐車車両を適切に収容することを目的

に、桜町駐車場(昭和46年供用)の整備をはじめ、市民会館

地下駐車場(昭和49年供用)、さらには、主要な観光地周辺に

おける駐車需要に対するため、バス駐車機能を備えた松が枝町

駐車場(昭和 51年供用)、松が枝町第2駐車場(平成2年供

用)、平和公園駐車場(平成6年供用)の整備に取り組んできま

した。



.

主な取組み

●駐車場案内システムの

導入

うろつき車両や駐車場入口付近における空車待ち車両の防

止などを目的とし、近隣駐車場の空き状況を案内する駐車場案

内システムを、平成4年に都心部に導入しました。

なお、本システムは老朽化などの理由により、平成25年度

末に廃止し、現在は、駐車場の方角を示す案内表示板の設置や

(一社)長崎サーピスアンドディベロップメントが管理運営す

る、駐車場案内シスデム「とむ~で.com」による案内を行っ

ています。

●違法駐車等の防止に関

する条例の制定

概要

違法駐車などを防止することにより、道路が公共の施設とし

て広く一般交通の用に供されることを確保し、市民の安全で映

適な生活環境の保持に資することを目的に、平成4年に「長崎

市違法駐車等の防止に関する条伊」」を制定しました。
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3 長崎市駐車場整備計画に基づくこれまでの取組み

前述の取組みを行う中、平成3年に駐車場法が改正され、駐車場整備地区を定める市町村に

対し、当該地区における駐車場の整備に関するマスタープランとして「駐車場整備計画」の策定

が義務化されました。

これを受け、本市においては、平成6年に「長崎市駐車場整備計画(最終改訂平成14年)(以

下「前計画」という。)」を策定し、交通施策の一環として、駐車場の総量確保に重点を置いた取

組みを進めてきました。以下に、前計画の概要と前計画に基づく主な取組みを示します。

【基本方針1】公的セクターに.

.公的セクター(地方公共団体、第3セクター等)は、民間との適切な役割分担の

もとで一時預かり駐車場(不特定多数の利用者が公平{こ利用できるもの)の整備を

推進する。また、観光施設周辺における観光バスを対象とする駐車場整備について

は、公的セクターが主導的な役割を果たす。

【基本方針2】民間セクターによる駐車場整備の推進

.民間セクターが供給する民間駐車場は都市活動に大きく寄与しており、今後も駐

車需要に対応した民間による路外駐車場の整備を推進する。

<基本方針>

【基本方針3 既存路外駐車場の有効活用の推進

.駐車場案内システムの拡充及び専用駐車場の休日解放等により既存路外駐車場の

有効活用を一層躍進する。

【基本方針4】原因者負担の原則に基づく附茜義務制度の充実

.目的地が明確な駐車需要に対する原因者負担の原則に基づく附置義務制度の充実

と適切な運用を図る。

^

.'

■目標年次:平成17

量(平成5年度)

目

く路外駐車場の整備目

(2005)年

内訳

約 6,500 台

約8,600台(+約 2,100台)

民間公的セクター

1,500 台600台

>



.

主な取組み

●公共による駐車場整備

●j首路開発基金を活用し

た民間駐車場の整備

<前計画に基づく主な取組み>

道路交通の円滑化と都市機能の増進を図るため、これらを

阻害する要因である路上駐車車両を適切に収容する、松山町

駐車場(平成9年供用)、茂里町地下駐車場(平成10年供

用)の整備に取り組んできました。

●公営駐車場を活用した

パークアンドライド施

策の展開

●附置義務条例の改正

(荷さばき駐車施設の

附置義務化)

国の助成制度である道路開発資金等の融資制度(新規貸付

は終了)を活用し、一定の条件を満たす民間路外駐車場等の

整備の促進に取り組んできました。

概要

平和公園・松山地区の3つの公営駐車場を活用したパーク

アンドライド施策を展開し、道路混雑の緩和や公共交通の利

用イ足進、二酸化炭素削減等に取り組んできました。

●駐車場案内シスデムの

拡充

貨物自動車等の荷物の積み降ろしに伴う路上駐車が深刻化

し、円滑な交通処理を阻害していたことから、荷さぱき駐車

対策の一環として、平成13年に附置義務条例の改正を行い、

荷さばき駐車施設の附置を義務化しました。

計画策定前より都心部に導入してぃた駐車場案内シスデム

を平成8年に住吉地区に導入し、さらに、平成11年には都心

部の拡充を行い、駐車場の空き状況の案内による円滑な道路

交通確保等を図ってきました。

また、駐車場案内シスデム廃止後は、案内表示板の設置と

(一社)長崎サーピスアンドディベロップメントが運営管理

する「とむ~で. com」により、駐車場案内や満空情報の

提供を行ってきました。

●二輪車等駐車場の整備

二輪車の駐車需要に対応するため、道路残地等を活用した

二輪車等駐車場の整備に取り組んできました。現在は、無料

9施設、有料12施設、計21施設の二輪車等駐車場を設置し

ています。
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前計画に基づく取組みにより整備目標量はし、路上駐車は減少するなど7定の成果があ

がっています。'さらに、今後も、民間による商業施設等の整備により、更なる駐車場台数の増加

が見込まれています。以下に、整備目標量の状況を示します。

平成17年目標',・

約8,600台

6000

t"-1N 例、寸Vlc r、、 m010戸lr、1t"寸 UI、o r、、功0.0"1Ntη寸 U、0「"、 mo、0 -Nn1寸 U、

拐エエエエエエエエエエエ'エエエエエエエエエエエエエエエエエエエ

年度

※1 駐車ますの面積の合計が50om2以上(駐車台数40台程度)の有料駐車場の合計で、

コインパーキングなどの小規模な駐車場は除く。

台
数
色



第3章駐車場を取り巻く状況の変化

1 人口動向

本市の人口は、昭和60年をピークに年々減少しており、平成27 (2015)年で429,508人

(国勢調査)です。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、本市の人口は今後も減

少し、令和27 (2045)年には311,082人まで減少することが予測されてぃます。

一方、高齢化率は年々増加しており、平成27 (2015)年は28.6%で、将来推計によると令

和27(2045)年には412Ψ0に達するなど、人口減少・高齢化ともに全国を上回る早さで進行

していくことが予想されます。

600,000

500,000

400,000

300,000

^15歳未満

487,063

<人口と高齢化率の推移>

200,000

15~64歳

455.206

100,000

^65歳以上

429,508

0

H7

(資料:日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)国立社会保障・人口問題研究所)
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2 自動車保有台数

人口減少や自動車利用の二ーズの変化なども相まって、全国的に自動車保有台数の伸びは鈍

化傾向にあり、本市においても同様の北頁向を示しています。

250,000

200,000

150,000

<自動車保有台数と増減率の推移>

増戚率^保有台数

市町村合併による増

100,000

.

.

50,000

.
.

..

0

.
.

3 主要地点交通量

市内主要地点における交通量は、ほとんどの箇所で減少傾向を示しています。

く市内主要幹線道路における12時間 >

.

.

年

(資料:長崎県統計年鑑)
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4 観光動向

本市の観光客数は、平成29(2017)年に過去最高となる708万人を記録し、クルーズ客船

寄港数も過去最高の267隻を記録しました。これに伴い市営駐車場におけるバスの駐車需要も

増加していましたが、近年は新型コロナウイルス感染症の影により大幅に減少しています。

交通機関別の観光客数の割合は、自動車による来訪が最も多い結果となってぃますが、近年

のクルーズ客船寄港数の増加により、その割合は低下してぃます。

^

8,000,000

6,000,000

<交通機関別観光客数の推移>

自動車 船舶 航空機

4'000,000

2,000,000

0

H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

年

(資料:長崎市観光統計)
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<クルーズ客船寄港数と市営駐車場ノ吹駐車台数の推移>
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5 ネットワーク型コンバクトシティの都市づくり

長崎市都市計画マスタープランに掲げる将来のまちの姿である「ネットワーク型コンパクト

シティ長崎」の実現に向け、居住・都市機能を安全で利便性の高い区域に誘導するための容積率

緩和や公共交通の維持・確保に向けた取組みが進んでいます。

6 環境問題の顕在化・深刻化

環境問題が顕在イヒ・深刻化する中、長崎市地球温暖化対策実行計画においては、二酸化炭素削

減に向け、交通分野においても積極的な取組みが求められています。また、本市においては、令

和32(2050)年までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーポンシティ」の宣言を行

つています。

7 (情報通信技術)の発達I C T

ICT (情ギ侵通信技林D の発達により、1CTを活用した円滑な駐車場案内や精算機のキャツ

シユレス決済対応など、駐車場分野においてもICTの活用が求められています。

8 国の駐車場施策の動向

国においても、人口減少や自動車保有台数の伸びの鈍化等を踏まえ、これまでの量的な駐車

場施策から、まちづくりと連携した駐車場施策に転換する必要性を打ち出しています。具体的

には、まちの将来像を踏まえた都市空間のあり方、そのために必要な駐車場の供給量の適正化、

場所、配置のきめ細かなコントロールといった様々な側面から駐車場施策を展開するため、ガ

イドライン等により、施策の転換を促しています。



第4章駐車場の現状

本市の駐車場の現状を把握するため、以下のとおり、駐車場実態調査を行いました。

なお、駐車・駐輪施設整備台数を「駐車場供給量」、駐車・駐輪施設利用台数と路上駐車・駐輪

台数を「駐車需要量」とします。

●調査日時令和2年3月3日(火)、 8日(日)の9時から 16時まで

●調査内容

・駐車・駐輪施設利用台数:調査地区内の有料一時預かり駐車・駐輪施設(月極除く)

を対象に、時間帯ごとの峨間駐車施設利用台数を調査。

・路上駐車・駐輪台数:調査地区内の道路(国道・県道・市道等)を対象に、下

記の車種別区分により、時間帯ごとの瞬問路上駐車・駐輪

台数を調査。

<路上駐車・駐輪車種別区分>

車種 ナンバープレート分類番号

<調査概要>

乗用車

タクシー

貨物車

その他

自動二輪車

原付

自転車

●調査地区

エリア:住吉地区

地区名NO

文教

住吉

3、 5、フ

3、 5、フ

1、 4、 6

2、 8、 9、 0

原付以外

自治体白ナンバー

NO

エリア:

地区名

江戸

元船

桜町

魚の町

浜町

出島

大黒

大浦

まちなか地区

地区名NO

館内

丸山

油屋

諏訪

新大工

玉園

エリア:まちなか周辺地区

地区名NO

尾上町

弁天

幸町

白の出

中川

銭座

エリア:浦上地区

地区名NO

茂里町

浜口

松山

⑪
⑫
⑬

⑭
⑳

⑦
⑨
⑩
⑯
⑳
⑳

四
輪
車

二
輪
車

⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳

①
②
③
④
⑤
⑥
⑧
⑮
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1 駐車場の需給状況

1)四輪車駐車場の需給状況

四輪車の駐車場供給は、ほとんどの地区でピーク時の駐車需要(駐車需要が最も大

きい時間帯における駐車需要量)を上回っており、駐車場供給呈は概ね充足しています。

今後は、人口減少や少子高齢化等に伴う自動車保有台数の伸びの鈍化等により、駐車場

供,と駐車需要の乘離が予想されます。

20,000

<四輪車駐車場のエリア別儒給バランス(令和2年(平白))>
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5,000

101836
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20,000

<四輪車駐車場のエリア別需給バランス(令和2年(休日))>
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<四輪車駐車場の地区別需絵バランス(令和2年(平日))>

ピーク時駐車需要曼駐車場供給量
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駐車場

25'000

20,伽0

(駐車ます500巾以上)

<駐車場供給と駐車需要の推移(平日)>

15,伽0

10,

供給邑

霜發

駐申場供給

5,418台
4467"

(駐申ます50om未満)

000

冊要

差

H19

14,587台

9,898台

4,689台

需要

差

H24

16,167台

10,021台

6,146台

0

........、

当ピーク時駐申需要

年

駐車場

ピーク時

駐車需要

差

供給母

需要

差

R2

16,715台

11,254台

5,461台

R12()
20,457台

13,186台
フ,271台

儒要

差

{ 1

1 1

推計

4,689 6,146 5,461 フ,271

※1 平成6年、19年、 24年、令和2年は駐車場実態調査に基づく結果

※2 令和12 (203の年の算出の考え方

・駐車場供給量は、現状の動態のまま推移した数値に、今後開発等に伴い整備が予定されて

いる駐車場台数を加味し算出した。

ビーク時駐車需要は、国土交通省推計の乗用車保有台数の推計結果と国立社会保障.人

口問題研究所の日本の地域別将来推計人口により、本市の乗用車保有台数を推計し、乗用

車保有台数推計値と今後開発等に伴い発生する駐車需要量を加味した上で算出した。
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②二輪車駐車場の需給状況

二輪車の駐車場供給量は1曽加し、路上駐輪は減少傾向にありますが、依然として多くの

地区で二輪車の駐車場供給量はピーク時の駐車需要量を下回っており、駐車場供給量は不

足しています。

と路上駐輪の推移(平日)>く二輪車駐

^路上駐輪合計二輪車駐車場供

8'000

6'000

71337

4,000

2,000

H19年

と路上駐輪の推移(休日)>く二輪車駐車

^路上駐輪合計二輪車駐車場供給

ユ,203

2,500

2,000

8,000

H24年

6,000

1,500

61782

4'000

1,000

R2年

2,000

500

0

0

1'653

H19年

2,500

2,000

1,500

1,000

H24年 R2年

500
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<二輪車駐車場のエリア別需給バランス(令和2年(平日))>

ユ,203
2,500

2,000

1,500

1,000

1,186
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<二輪車駐車場のエリア別需給バランス(令和2年(休日))>
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2,000

1,000

11186

500

ピーク時駐車需要量

駐車場供口
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ピーク時駐車需要量

駐車場 、'ロ
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く二輪車駐車場の地区別需給バランス
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2 路上駐車の状況

路上駐車は乗用車が最も多いものの、特に平日は貨物車(荷さぱき車両)の路上駐車が目立っ

ています。また、地区別に見ると、貨物車(荷さばき車両)の路上駐車が乗用車を上回る地区が

多いことがわかります。

<路上駐車の車種呈り割合(令和2年)>

乗用車タクシー貨物車その他

平日

乗用車 タクシー

4.6

貨物車

3

その他

休日

1.4q,,'0



<地区別の路上駐車の現状(令和2年(平日))>
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乗用車
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40

貨物車

20

^^
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<地区別の路上駐車の現状(令和2年(休日))>
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3 駐車場の配置状況

駐車場の散在が進行しており、低未利用地が駐車場に転換されていることや建物ごとに駐車

施設の設置を求める附置義務制度等が要因と考えられます。また、年々、小規模な駐車場の割合

が増加しています。

く駐車場の配

中心部地区

の状況>

0

、

.

瑜
、

.
0

北部地区

凡例

H19年度以前に

H19年度以降に

平成19年

<駐車台数別割合>

10台末満

10台~20台朱満

20台~30台末満

30台~40台未満

40台~50台末満

50台~60台朱満

60台~70台末満

70台~80台末満

轡80台~90台末満

90台~100台朱満

100台以上

されrこ駐車場

され「こ駐車場

46.49ら 令和2年

62.09,b



第5章駐車場に関する課題

駐車場を取り巻く状況の変化や駐車場実態調査、市政モニターアンケートの結果を踏まえ、本市

の駐車場に関する課題を次のとおり整理しました。

従来の基本方針

公による車
整備の推進

人口減少・少子高齢化社会

状況の変化

自動車保有台数伸びの鈍化

民問による車
整備の推進

今

交通量減少傾向

観光バス車需要増加

駐車場実態調査

四輪車駐車場の供給量は充足

斗四輪車駐車場の総供給量は
充足し、地区別に見ても概ね充足
してい。

二輪車駐車場の供給量不足

キニ車場は、依然として
多くの地区で不足している.

荷劇誌車両の路上駐車

キ荷さばき車両の路上駐車が目
」しついる。

ネットワーク型コンバクトシティ

総量確保に重点を置いた取組み

環境問題顕在化・深刻化

存路車場
の有効活用

国の駐車場施策の動向

CTの発達

市政モニターアンケート

(問)駐車場が見っけにくし、と感じる地区は

・浜町・銅・思案橋周辺約34%
約37%・長蟻駅辺

(複数回答)する割合回答者数、

(問)買い物やレジャーに行く場合、どのよう
な条件であれ1式車を使わずに自的地に行
くか

で行ける囲の目的地 59%
・目的地に公共交通の停留所がある"%
宅、目的地共に公共交通の留所に近
い 1%

回答者数t諒すする割会(複数回答)

0駐車場の散在が歩行空問等の分断やうろっき車
両の要因となり、配置の適正化が必要です。

0附置髪務制度が士地利用のハードルになコており、
駐車場分野からも、まちづくりの方針に沿った、士地
利用がしゃすい環境づくりが必要です。

0公共交通の重要性が益々増大しており、駐車場
分野からも、公共交通の痢用促進に資する取組み
が必要です。

車場の散在

井低未」用地の駐車転換や
置菱務制度により駐車堤の散

在が斌行している。

置黍務制
の充実

0バス駐車零要が増加しており、松が枝2バース化な
どを見据えた対応が必要です。

0イペソトなど特定の交通需要への対応が必要です。

自由意見

・駐車料金の高きゃ駐車娼の用のしにくさ
(狭さや入りNくさ)に関する意見が多い。

0環境問題が深却化しており、二酸化炭素削減、
向けた取組みが必要です。

0道路上での荷さぼきが通行の妨げになっており、安
全安心な通行や荷さばきのため、荷さばきスヘースの
確保が必要です。

0多くの地区で、二輪車駐車場が不足しており、供
給量の適正化が必要です。

0超高齢化社会の進行やユニバーサルデザイツの必要
性を踏まえ、誰もがネ1用しゃすい駐車場整備が必要
です。

0ICTの発還により、駐軍場に求められる機能が多様
化しており、C陀活用した多様な二ーズへの対応が
必要です。



第6章駐車場整備等に関する基本方針

本市の駐車場施策は、これまで駐車場不足による路上駐車や渋滞発生を防止するため、交通施策

の一環として、駐車場の総量確保に重点を置いた取組みを進めてきました。この結果、駐車場総量

は着実に増加し、路上駐車は減少するなど一定の成果が上がってぃます。

一方、近年の人口減少や自動車利用の二ーズの変化等も相まって、自動車保有台数の伸びが鈍化

する中、駐車場の需要量と供給量の禿離が進行していくものと予想され、駐車場施策は転換期を迎

えています。

また、人口減少や少子高齢化が進行する中、長崎市都市計画マスタープランに掲げる将来のまち

の姿である「ネツトワーク型コンパクトシティ長崎」の実現に向けては、駐車場の分野においても、

まちづくりの方針に沿った民間事業者が土地利用の転換を図りゃすぃ環境づくりや、公共交通機関

の利用促進に貢献する取組みが求められてぃます。

このようなことから、駐車場を取り巻く状況の変化や駐車場に関する課題などを踏まえつつ、長

崎市立地適正化計画や長崎市公共交通総合計画などに掲げる取組みなどと連携するため、これまで

の「駐車場総確保の取み」から「まちづくりと連携した駐車場施策」への転換をめざし、次の3

つを計画の基本方針とします。

「駐車場総確保の取組み」から「まちづくりと連携した駐車場施策」への転換

【基本方針1】

都市づくりと連携した駐車

場施策の展開

目指すべき集約連携型の都

市構造である「ネットワー

ク型コンパクトシティ長

崎」の実現に向けて、駐車

場分野から施策を展開しま

【墓本方針2】

多様な駐車千要への対応

荷さばき車両やタクシー、

二輪車、観光バスなどの多

様な駐車需要に対応した施

策を展開します。

【基本方針3】

駐車場の質の向上

駐車場に求められる機能が

多様化しており、交通弱者

や環境への配慮、 1CTの

活用などにより、駐車場の

質の向上を目指した施策を

展開します。



第7章基本方針の実現に向けた施策の展開

1 施策系

基本方針の実現に向け、基本方針ごとに基本施策を設定し、基本施策を受けた具体的な取組

みとして、以下に示す個別施策の検討を行います。なお、引き続き国の動向や他都市の事例等を

調査・研究し、基本方針の実現に効果的な施策があれぱ、併せて検討するごととします。

基本方針1 部市づくりと連携した駐車場施策の展開

個別施策

(1酒輪車駐車堤の附置義務台数算定基準の原単位の見適し

a)附置義務駐車施設の隔地設置の弾力的な運用

②駐車堤の配置の適正化 2駐車場配署筒#化区域の活用
B)路外駐車場配置等基準の活用

場等を活用した郊外到(ークァンドライド等の展開(1塙
③公共交過との連携

{の公共交通の痢」用促進に資する附置義務台数緩和制度の創設

基本施策

①車場の需給バランス
の適正化

確保の^」から「まちづくりと連携した駐車場施剤^

基本施策

①だれもが利用しやす
い駐車場の普及

②ICTの活用等によ
る駐車場の利便性向上

基本方針2 多様な駐車需要への対応

個別施策基本施藁

①荷さぱきスペース等{i随路空間等を活用した荷さぱきスヘース・タクシーヘイ
の確保備

{1道路空間等を活用した二輪車駐車場の整備
②二輪車駐車場の確保②二輪車駐車場の附置義務制度の創設

(3)四輪車駐車場の附置曇務台^と連携した受ネ隠境α陛備

確保①ノCス駐
③光・イベン ト需要 (2νtス、の駐」用時間の平澗ヒ
等~D対応

但Hぺント時等におけるパークァンドライド等の手蝿促進

③能付加等による駐
車場の有効活用

基本方針3 駐車場の質の向上

1庫いす使用者用駐車^ルスペースの確保
②車いす使用者用駐車施設等の適正利用に向けた啓発運動の実
施

{1陛車場案内システム等の活用
(2)キャッシュレス決済^対応

ω充電施設等の設置促進
②駐車場^カーシェ)市シェアサイクjし等の設置
B}災害時における駐車堤の活用



2 個別施策の概要

検討する個別施策の概要は次のとおりです。

◆基本方針1・基本施策1・個別施策①四輪車駐車場の附置務

現状

附置義務台数算定基準である原単位は

特定用途と非特定用途の2つの区分の

みで設定しており、商業施設や事務所、

ホテル等は同一の駐車需要が生じると

みなされている。

本市では、駐車場法の規定に墓づき附置義務条例を定めており、要件を満たす建物の新築等

を行う場合は、駐車施設の附置を義務付けています。

この附置すべき駐車施設(以下「附置義務駐車施設」という。)の台数算定は、条例に規定す

る附置義務台数算定基準である原単位により算出しますがJ見1犬、この原単位は、特定用途と非

特定用途の2つの区分のみで設定していることから、商業施設や事務所、ホテル等は駐車需要

が異なると考えられるものの、特定用途として、同一の駐車需要が生じるとみなされています。

このようなことから、四輪車駐車場の附置義務台数算定基塗の原単位の見直しにっいて検討

を行い、建物用途毎に異なる駐車需要を適切に反映した原単位の設定により、駐車場の需給バ

ランスの適正化や土地利用をしやすぃ環境づくりなどを図ります。

なお、非特定用途については、主にマンションなどの集合住宅力效寸象となりますが、附置義務

自体を対象外にすることも含め検討を行います。

<本市の附置鶴務条例における原単位>

地区 駐車場整備地区、商業・近隣商業地域 周辺地区

特定用途に供する部分非特定用途に供する部分 特定用途に供する部分
原単位

150m2毎に1台 40om2毎に 1台 150m2毎に 1台

注)中小規模建築物に対する緩和措置等あり。

<参考国土交通省が示す原単位の目安値>

地区 駐車場整区、商業・近隣商業地城 周辺地区等

百貨店その他の_、_ 特定用途(左記

店舗の用途に供事務所の用途に を除く。)に供
ハ供する部分原単位

する部分 する部分

150m2毎に 1台 20om2毎1こ1台 20om2毎に1台 450m2毎に1台 20om2毎に1台

注)人口がおおむね50万人未満の都市の場合

四輪車駐車場の附置義務台数算定墓準

の原単位の見直しにより、駐車場の需給

バランスの適正化や土地利用をしやす

い環境づくりなどを図る。

定基準の原単位の見直し

対策



◆基本方針1、基本施策2・個別施策①附置鶴務駐車施設の隔地設置の弾力的な運用

対策現状

附置義務駐車施設の隔地設置の弾力的な運用附置義務駐車施設は、原則、建物や

により、交通の円滑化や安全・安心な歩行空間・その敷地内に設置する必要があ

まちなみの連続性の確保、土地の有効利用や士り、沿道の多くを駐車場が占める

地禾U用がしやすぃ環境づくりなどを図る。ことで様々な問題が懸念される。

附置義務駐車施設は、原則、建物やその敷地内に設置することとされており、建物の構造や

敷地の状態などにより設置することが困難な場合に限り、特例的に建物及ぴその敷地以外の

場所(以下「隔地」という。)に設置することを認めています。

しかし、附置義務駐車施設が沿道の多くを占めることは、駐車場出入口が随所に設けられ

ることによる交通阻害や歩行空間・まちなみの分断、土地の効率的な利用の観点から問題が

ある他、駐車施設設置に伴う建設コストの増加による土地利用の制約も懸念されます。

一方、国土交通省が示す標準駐車場条例では、交通の安全及び円滑化や土地の有効な利用

に資するものとして隔地に駐車場を設けた場合は、建物やその敷地内に駐車施設を設置した

ものとみなすことが示されています。

このようなことから、附置義務駐車施設の隔地設置の弾力的な運用について検討を行い、

隔地での附置義務駐車施設の効果的な確保により、駐車場の配置の適正化による交通の円滑

化や安全.安心な歩行空間・まちなみの連続性の確保、土地の有効利用や土地利用がしやすい

環境づくりなどを図ります。

<参考国土交通省が示す準駐車場条例>

(駐車附置の特例)

第30条(前略)交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市

長の認定を受けて当該建築物の敷地以外の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築

物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

<隔地設置の弾力的な運用による効果のイメージ>
儒地

'仁一、し堅生__竺J 分を店岱化IF憾分を駐車嶋に
せざるを弄孝い

肩便性が墨いけど地
下にせざるを弄ない

(出典

「扇泣姦司コインパーキングの増加

隔地

まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン(国土交通省))
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◆基本方針1、基本施策②・個別施策②駐車場配冒摘罪化区域の活用

まちづくりの方向性と無関係に駐車

場が配置されている。

駐車場配置適正化区域とは、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域を対象とした駐車場

法の特例制度で、駐車場を適正に配置するための施策を講じ、駐車場出入口付近での自動車と

歩行者の交錯による危険や道路交通の混雑などを解消するための区域です。

具体的には、駐車場配置適正化区域と附置義務駐車施設を集約するための駐車施設(以下「集

約駐車施設」という。)を定めることで、区域内に新たに設ける附置義務駐車施設を集約駐車施

設に集約できることとなります。

現状、まちづくりの方向性とは無関係に駐車場の配置が進んでいることから、駐車場配置適

正化区域の活用1こついて検討を行い、まちづくりの方向性と整合した駐車場の配置の適正化を

図ります。

ー, 対策

駐車場配置適正化区域の活用により、

まちづくりの方向性と整合した駐車

場の配置の適正化を図る。

<【再掲】将来都市構造図>
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<参考駐車場の配置の適正化のイメージ>

(出典:都市再生特別措置法に基づく駐車場の配置適于化に関する手引き(国土交通省))

路外駐車場

集約駐施設

路外駐車場の配置忍正化

附賃鶴務駐車施設の集約化

39



◆基本方針1・基本施策②・個別施策③路外駐車場配置等基宰の活用

対策

路外駐車場配置等基準の活用により、
まちづくりの方向性と無関係に駐車

まちづくりの方向性と整合した駐車
場が配置されている。

場の配置の適正化を図る。

路外駐車場配置等基準とは、駐車場配置適正化区域における路外駐車場を対裁とした、配

や規模の基準のことです。

現在、駐車場法では、駐車場の規模が50om2以上の駐車料金を徴収する路外駐車場を設置

する場合には、道路交通との調整を図る等のため長崎市への届出が義務付けられてぃますが、

路外駐車場配置等基準により、区域内に設置する駐車場の規模が 50om2未満で駐車料金を徴

収しない路外駐車場にも長崎市への届出を義務付けることができ、基準に基づく指導や勧告が

可能となります。

駐車場配置適正化区域の対象となる都市機能誘導区域においては、都市機能の誘導をより効

果的なものとするため、路外駐車場配置等基準の活用について検討を行い、路外駐車場につぃ

てもまちづくりの方向性と整合した駐車場の配置の適正化を図ります。

新たな届出対象

現状

車場の規模

~条例で定める規模未満

条例で定める規模以上~

50om2未満

<路外駐車場配置等基率による届出対象駐車場>

路外駐車場駐車場の種類

50om2以上

注)駐車場の規模とは、駐車の用に供する部分の面積のこと。

有料駐車場

0歩行者交通量の多い道路に面して出入口を設けないこと。

0交差点や横断歩道の側端から5m以内に出入口を設置しないこと。

0駐車場内で転回することができず、後退して入庫または出庫する必要がある駐車場は設

けないことなど

従来の届出対象
※駐車場法に基づく届出

<路外駐車場配置等基峯の例>

無料駐車場



◆基本方針1・基本施策3・個別施策①商業施設駐車場等を活用した郊外型バークアンドライド等の展開

対策現状

商業施設駐車場等を活用した郊外型パークア公営駐車場を活用したパーク

ンドライド等の展開により、公共交通の利用アンドライドの取組みを行っ

促進や二酸化炭素の削減を図る。ている。

本市では、平和公園・松山地区にある3つの公営駐車場(市営平和公園駐車場、市営松山町

駐車場、県営野球場駐車場)を活用したバークァンドライドの取組みを実施してきました。

今後は、商業施設駐車場などを活用した郊外型ノ(ークァンドライド等の展開について検討を

行い、さらなる公共交通の利用促進や二酸化炭素の削減などを図ります。

、

く平和公 ・松山地区におけるパークアンドライド>

◆基本方針1・基本施策3梱別施策②公共交通の利用促進に資する附置務台数の緩和制度の創設

平和公回

"ス
普追真

←住青佐世保

大

入口

5音
,4曇台

個^^

公共交通の利用促進に資する附置義務台数の
附置義務台数算定基準である

緩和制度の創設により、駐車場供給量の適正
原単位は、適用地区内で一律

化や公共交通の利用促進、二酸化炭素の削減
の値となつている。

などを図る。

本市の附置義務台数算定基準である原単位は、適用地区内で一律の値であるため、公共交通

の利便性が高いエリア等においても、同一の算定基準により、附置義務駐車施設の設置を義務

付けています。

このため、公共交通の利便性が高いエリアにおいて、施設利用者に対し公共交通の利用を促

進する取組みが行われる場合には、附置義務駐車施設の設置台数を緩和するなど、公共交通の

【利用料金】

2時間を超えた場合

普通車:620円

県営野球場駐班唱

^ 県営野球場

"ス 3量き
昔遜車 9窒音

対策現状

"ス,0台
善適車空Bヨ台

^^^^^^^^^^

松山白駐血珊 ^
陸と航柱喝

国道206号 、

テニスコー



利用促進に資する附置義務台数の緩和制度の創設につぃて検討を行い、建物の立地特性を反映

した駐車場供給呈の適正化や公共交通の利用促進、二酸化炭素の削減などを図ります。

<【再掲】本市の附置務条例における原単位>

地区 駐車場整備地区、商業・近隣商業地城

特定用途に供する部分非特定用途に供する部分
原単位

150m2毎に 1台 40omユ毎に 1台

注)中小規模建築物に対する緩和措置等あり。

フ.^、

◆基本方針2・基本施策1・個別施策①道路空間等を活用した荷さばきスペース.タクシーペイの整備

現状 対策

荷さばき車両の路上駐車が、依然とし
道路空間等を活用した荷さばきスペ

て目立っている。また、タクシーの客
ース・タクシーペイの整備により、荷

待ちや観光客案内などのための路上
さばきスヘース等の確保を図る。

駐車も見受けられる。

本市では、荷さぱき車両の路上駐車に対応するため、平成13年に附置義務条例を改正し要件

を満たす建物の新築等を行う場合は、荷さばき車両の駐車施設の附置を義務付けています。

しかし、荷さぱき車両の路上駐車は既存建物に起因するものも多く、依然、路上駐車が目立っ

ているほか、タクシーについても、客待ちゃ観光客を案内するための路上駐車が見受けられる

など、安全・安心な歩行者通行や円滑な自動車交通の支障となってぃます。

このようなことから、パーキングメーター・チケットの跡地など、道路空間等を活用した荷さ

ぱきスペース・タクシーペイの整備にっいて検討を行い、荷さぱきスペース等の確保を図りま

周辺地区

特定用途に供する部分

150m2毎に 1台

゛

<道路空間を活用し荷さぱきスペース等を確保した事伊」(中央橋付近)>

、
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◆基本方針2、基本施策②、個別施策①道路空間等を活用した二輪車駐軍場の整備

対策現状

二輪車の駐車場供給量は依
道路空間等を活用した二輪車駐車場の整備に

然として多くの地区で不足
より、_輪車駐車場の確保を図る。

している。

本市では、道路空間等を活用した二輪車駐車場の整備などにより、二輪車の駐車場供給量は

増加し路上駐輪は減少してぃるものの、依然として多くの地区で供給量が不足しています0

このため、引き続き、道路空間等を活用した二輪車駐車場の整備にっいて検討を行い、路上駐

輪の防止や二輪車の利便性向上のため、二輪車駐車場の確保を図ります0

◆基本方針2・基本施策②・個別施策②二輪車駐車場の附値

二輪車の駐車場供給量は依
二輪車駐車場の附置義務制度の創設により、

然として多くの地区で不足
二輪車駐車場の確保を図る。

している。

二輪車駐車場の確保に当たっては、原因者負担の原則に墓づき、二輪車駐車場の附置義務制

度の創設につぃて検討を行い、二輪車駐車場の確保を図ります。

」度の創設

現状

境の整備◆基本方針2,基本施策2.個別施策③四輪車駐車場の附置義務台数綴和と連携した受入

四輪車駐車場の附置義務台数緩和と連携した
二輪車の駐車場供給量は依

受入環境の整備により、駐車場設置者の過度
然として多くの地区で不足

な負担とならないよう、二輪車駐車場の確保
している。

を図る。

二輪車の附置義務制度の創設に当たっては、例えぱ、二輪車駐車場を設置した場合には四輪

車駐車場の附置義務台数を緩和するなど、駐車場設置の義務を負う建築主の過度な負担となら

ないよう、四輪車駐車場の附置義務台数緩和と連携した受入環境の整備について検討を行い、

二輪車駐車場の確保を図ります。

対策

現状 対策



◆基本方針2・基本施策③・個別施策①ノ(ス.駐車場等の総確保

現状 対策

クルーズ客船寄港数の増加に伴いバ
バス駐車場等の総量確保により、松が

ス駐車需要が増加しており、今後は松
枝埠頭2バース化等を見据えた、パス

が枝ふ頭2バース化等を見据えた、バ
の駐車需要への対応を図る。

ス駐車需要への対応が求められる。

本市のクルーズ客船寄港数は、新型コロナウィルス感染症拡大前においては増加傾向にあり、

クルーズ客船の乗客を対象としたツァーバスの増加などにより、市営駐車場においては、バス

駐車場容量を大きく上回る駐車需要が発生するなど、パスの駐車需要も増加傾向にありました。

また、今後は、松が枝ふ頭の2バース化などにより、更なるバス駐車需要の1苗加が想定されま

このようなことから、松が枝埠頭の2バース化などの施設計画と併せたバス駐車場の整備や

郊外部の道路残地等を活用したバス待機場の整備などにより、バス駐車場等の総量確保にっい

て検討を行い、バスの駐車需要への対応を図ります。

17 17
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◆基本方針2.基本施策3・個別施策②ノ(ス,の駐車場利用時間の平準化

対策現状

バスの駐車場利用時間の平準化によ
市営駐車場のバスの駐車場利用時間

り、バス駐車場の効率的な利用を図
には偏りが発生している。

る。

バスの駐車需要への対応が求められている中、市営駐車場のパスの駐車場利用時間帯には偏

りが生じており、また、平和公園駐車場にっいては、 3時間以上の長時間駐車の割園が高いな

ど、効率的な駐車場利用には課題があります。

このようなことから、駐車場予約シスデムの導入や駐車料金上限額の見直しなどにより、バ

スの駐車場利用時間の平準化にっいて検討を行い、バス駐車場の効率的な利用を図ります0

12

◆最初の1時間
1,500円

゛をの後30分毎
750円

<駐車時間の割合(平成29年度)>

,ー.

,..

駐車料金

M

,

32

◆の1時間

1,500円
◆1時間超
2'090円f上限)

く市営駐車

鵠

345%

17.69"0

フ.0%

10

◆30分毎
750円

◆1時間超
2,090円(上限)

100%

バス駐車料金>

.

16

◆初の1時間
1,500円

◆その後30分毎
750円

203,'0

43%

20.39,'0

1009"0



◆基本方針2・基本施策3・個別施策③イベント時等におけるバークアンドライド等の利用促進

イベント開催時や大型商業施設等に イベント時等におけるパークアンド

おいては、駐車待ち等による道路混雑 ライド等の利用促進により、観光・イ

が発生している。 ベント需要等への対応を図る。

駐車場供給呈は概ね充足しているものの、イベント開催時や休日の大型商業施設においては、

自動車の過度な集中による駐車待ち等により道路混雑が発生してぃます。また、今後は、三菱重

工業幸町工場跡地で計画中のサッカースタジアムを中心とした複合開発である「長崎スタジア

ムシティプロジエクト」においては、試合開催時に多くの集客が見込まれるなど、これらイペン

ト等における駐車需要への対応が求められてぃます。

このようなことから、イベント主催者や施設管理者等と連携し、パークアンドライド等によ

る公共交通との連携や提携駐車場の確保、臨時駐車場からのシャトルバスの運行など、イペン

ト時におけるパークァンドライド等の利用促進について検討を行い、観光・イベント需要等へ

の対応を図ります。

現状 対策

<長崎スタジアムシティプロジエクトイメージバース>

※構想段階のため、

(出典

,

今後デザイン含め変更の可能性があります。

ジャパネットホールディングス)



◆基本方針3.基本施策1・個別施策①車いす使用者用駐車施設やダブルスペースの確保

超高齢社会が到来する中、だれもが利

用しやすい駐車場の普及が求められ

ている。

現状

超高齢社会が到来する中、だれもが利用しやすい駐車場の普及が求められており、市政モ

ターアンケートの結果では、駐車場の利用のしにくさ(狭さや入りにくさなど)に関する意見

目立っています。

現状、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)や

附置義務条例により、要件に該当する駐車場を新たに設置する場合には、車いす使用者用駐車

施設の設置を義務付けていますが、要件に該当しない駐車場や既存駐車場においても、車いす

使用者用駐車施設の設置を促すとともに、車いす使用者用駐車施設と広い幅を必要としない高

齢者.障害者等のための駐車施設の2種類のスペースを設置する、いわゆるダブルスペースの

確保につぃて検討を行い、だれもが利用しやすい駐車場の普及を図ります。

車いす使用者用駐車施設やダブルス

ヘースの確保により、だれもが利用し

やすい駐車場の普及を図る。

対策

<ダブルスペースとは>

ダブルスペースとは?
2橿顛のスペースを設

和、,倉に●凄の
の肱い畦車ス武ース ゛叢琴籍

皐

(出典:国土交通省)



◆基本方針3・基本施策1・個別施策②車いす使用者用駐車施設等の適正利用に向けた啓発運動の実施

現状 対策

車いす使用者用駐車施設等の適正利

車いす使用者用駐車施設の適正利用 用に向けた啓発運動の実施により、だ

が求められている。 れもが利用しやすい駐車場の普及を

図る。

^

車いすを使用している方などが、車を乗降する場合は、通常より幅の広い駐車スペースが必

要であり、車いす使用者用駐車施設を必要とする方が必要な時に利用できるよう、車いす使用

者用駐車施設の適正な利用が求められています。

しかし、一般の方が車いす使用者用駐車施設に駐車している場合があるなど、適正な利用を

求める声もあることから、車いす使用者用駐車施設等の適正利用に向けた啓発運動の実施にっ

いて検討を行い、だれもが利用しやすい駐車場の普及を図ります。

<バンフレツトによる啓発活動>

,龍^子叉趣曳.

ミ償語Ef寸一'七

●^手毛亜剛,τι^重電畳陪写^症^亀軍ヌ代ーユ^ぜー.
冨に●梱与方帆0で"村盾でヨ^ら立廿τ■霞卑1'1

^
^

,モ'〆 、

鳥,.

、、、ミ、ノ〆ノ'邑
,.". ^¥

^,^

J,

倉

(出典:国土交通省)

'ニ、'、゛
^4

^

■土交過冒

4,
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◆基本方針3・基本施策②・個別施策①駐車場案内システム等の活用

駐車場が散在し、駐車できる駐車場が

見つけにくい。

現状

年々、低未利用地の駐車場への転換や建物ごとに駐車施設の附置を求める附置義務制度等も

相まって、駐車場の散在や小規模化が進行しており、市政モニターアンケートの結果では、駐車

できる駐車場が見つけにくいとの意見が目立っています。

このため、満空情報をりアルタイムで提供する駐車場案内システム「とむ~で.com」や長

崎駐車場マップを引き続き活用するとともに、カーナピと連携した効果的な駐車場案内などに

ついて検討を行い、駐車場の利便性向上を図ります。

対策

駐車場案内システム等を活用し、効果

的な駐車場案内を行うなどにより、駐

車場の利便性向上を図る。

<駐車場案内シスデム「とむ~で. com」>

とdl、て氾om

エリアをんで

検する

い引、ろな条件で
検業する

,,、ニー"旻画?
ヲ漂噐奨 岳市立酋匂

.゜wl li oモバイJ

判用ご案内

勤空状況マップ

49

口的せ」τ0ルート持割がで尋そ
ユマートつにず・タフレ,ト酉究1工【

口的地●τΦ旺避
見ート竜冊単^N

スマートフォン栂はこちら

J

^.畦亘景室室悟肩を"辱計.

論"卑工"1,日 1月」炉ら

共週畦寄が
子スタンプに
わ0窪すt

尊?澗知9郎

0

.

(出典:(一社)長崎サービスアンドディペロップメント)

g

畳作方肇

0

^なし

,,蹄、1工」

甲

番謁扣

r,

冒■●

士ネ

、1,

.



◆基本方針3・基本施策②・個別施策②キャッシユレス決済^対応

様々な分野でキャッシユレス決済の

普及が進んでいる。

現状

様々な分野でキャツシユレス決済の普及が進んでおり、駐車場においてもIC力ード等に対

応した駐車料金精算機の導入などが進んでいます。

このため、一部の市営駐車場や市営駐輪場については、既にIC力ードに対応した駐車料金

精算機の導入を行っており、引き続き、市嘗駐車場や市営駐輪場のキャッシュレス決済への対

応について検討を行い、駐車場の利便性向上を図ります。

◆基本方針3・基本施策3・個別施策①充電施設等の設置促進

市嵩駐車場や市営駐輪場のキャッシ

ユレス決済への対応により、駐車場の

利便性向上を図る。

次世代自動車を普及するための取組

みが進められている。

対策

現状

環境問題が顕在化・深刻化している中、二酸化炭素削減に向けては、次世代自動車を普及させ

る取組み等が進められており、今後の更なる普及を見据え、充電施設等の適切な設置など次世

代自動車が普及しやすぃ環境づくりを行う必要があります。

このため、駐車場への充電施設等の設置促進について検討を行い、次世代自動車が普及しや

すい環境づくりを図ります。

駐車場への充電施設等の設置を促進

し、次世代自動車が普及しやすい環境

づくりを図る。

対策



◆基本方針3.基本施策3・個別施策②駐車場への力ーシエアやシエアサイクル等の設置

駐車場への力ーシエアやシエアサイ
ICTの発達に伴い、MaaSの取組

クル等の設置により、駐車場分野から
みが進められている。

もMeaSの取組みを図る。

ICTの発達に伴い、全国的にMaas (モピリティ・アズ・ア・サーピス)の取組みが進め

られており、地域課題の解決などを図るため、本市の関連計画においてもMaaSの推進に向

けた取組みが示されています。

このため、駐車場への力ーシエアやシエアサイクル等の設置について検討を行い、駐車場分

野からもMaeSの取組みを図ります。

また、市営駐車場の有効活用を図るため、例えぱ、入出庫時間外にも力ーシエアやシエアサイ

クルの運営を行うなどについても、併せて検討します。

<Maas (モビリディ・アズ・ア・サービス)とは>

貞雷
^'黒

現状 対策

竪「司扇「
風松

1ヲーつのサービスとして提供 検索予約決済

材U、生量謹式
^討佐

住をの凹避吻

＼地域が抱える課題の解決/

Ⅱ■日"と毛一倖化

地唾や観光地

に婁ける強"の
判便豊向と

(出典:日本版M日己Sの推進(国土交通省))

既存公共交逼
の有勃話用

外出^
創出と

地歌括性北

スーバーシティ

ス宅ートシテイの
隻現

目
的
塘

出
脅
亀



◆基本方針3・基本方針③・個別施策③災害時における駐車場の活用

災害が激甚化・頻発化しており、大規

模災害に備えた対応が求められてい

る。

近年、災害が激甚化・頻発化しており、大規模災害に備えた対応が求められてぃることから、

例えぱ、市営駐車場を物資集積場として活用するなど、災害時における駐車場の活用にっいて

検討を行い、駐車場分野からも大規模災害への備えを図ります。

災害時における駐車場の活用により、

駐車場分野からも大規模災害への備

えを図る。

対策



第8章施策の評価方法等

長崎市駐車場整備計画の推進に当たっては、本計画に掲げた個別施策の実施に向け、駐車場の利

用者である市民、駐車場を管理運営する事業者および行政等が一体となって検討・協議していきま

す。

また、計画の1平1西はPDCA 信十画・実施・i平1西・改善)サイクルを取り入れ、棚ユ5年を1サイ

クルとし、関係者等の意見を踏まえつつ計画の評価検証を実施します。

.現状、課題等を把握

し、上位・関連計画

と連携・整合した計

画を立案します。

.調面結果や社会情勢の

変化等を踏まえ、計画

の見直しを行います。

.計画に基づき、施策

..

の検討・実施を行い

ます。

.

Ⅲ

施策の実施状況を評

価します。



資料編

1 市政モニターアンケート

令和元年度に実施した市政モニターアンケートの結果を示します。

①調査の目的

これまで、駐車場不足による路上駐車の増加などの対策として、駐車場の総艮を確保する各

種施策に取り組んできました。

これらの取組みの成果により、隅主車場の総量」は着実に増加するとともに、路上駐車車両は

減少するなど一定の成果があがってぃます。

一方、今後は、人口減少等による自動車保有台数の減少が見込まれる中、駐車場が沿道空間の

多くを占めることによるまちの魅力の低下や歩行空間の不連続、駐車場附置義務による建物更

新のコスト増加などが課題となります。

このため、今後の駐車場施策の方向性を検討するため、駐車場に関するアンケート調査を行

い、参考とさせていただくものです。

②調査の概要

調査期問

送付数

回答率

令和元年12月7日~令和元年12月23日

;227人値"送モニター 186人インターネットモニター

:67.0%(152人)倭"送モニター 138人インターネッ

③調査結果

今回の調査結果では、自動車を運転する目的は「i重勤・通学」が約38%と最多で、このうち

約58Ψ0は駐車場に6時間以上12時間未満駐車することがわかりました。一方、通勤.通学以

外の目的で自動車を運転されるかたの80%以上は、3時間未満の駐車となることがわかりまし

た。これらから、駐車場の利用形態については「通勤・通学で比較的長時間の駐車」、「その他の

目的での短時間の駐車」の2種類の二ーズがあること力Ⅷ月らかになりました。

目的地から駐車場までの距離については、半数以上のかたが30omまでは許容できるという

ことがわかりました。また、目的地から駐車場までかなりの距離がある場合であっても、シャト

ルバスの運行や料金、雨に濡れない動線などなんらかの対策がある場合には約87%のかたが利

41人)

トモニター 14人)



用してもよいと思うと回答してぃます。これらから、集客施設等の近隣に駐車場を確保するこ

とが困難な場合、少し離れた駐車場であっても対策を併用することにより機能する余地がある

と考えられます。

駐車場の総量につぃては、多くの地区で「足りていない」、「少し足りていない」と答えたかた

が50%を超えており、特に長崎駅周辺では約 74ψ0にのぼります。同様に、空車の駐車場が見

つけにくぃ地区にっいても「長崎駅周辺」が最も多い回答でした。長崎駅周辺地区全体で見る

と、駐車場の総数は十分に確保されているものの、「駐車場が不足している」、「空きが見つけに

くぃ」という意見が多い状況にあるため、駐車場の案内や満空情報の発信について、どのような

あり方が望ましいか検討を行う必要があります。

自由意見にっいては、駐車料金の高さに関する意見が多く寄せられています。これは、長崎市

特有の地形から平地部が少なく、平地部の地価が非常に高いため、駐車料金も高く設定しない

と採算が合わないことに起因しているものと考えられます。直接的に解消することは困難です

が、公共交通の利用促進やパークァンドライドの取り組み強化をはじめとして、郊外部の駐車

場を有効活用するなど今後、検討を深める必要があると考えます。

④鯛責結果の見方

調査結果の数字は、百分率で表記しているものがあり、百分率の値は、小数点以下第2位を

四捨五入して、小数点第1位まで表記してぃます。そのため、内訳を合計しても100パーセン

トに合致しない場合があります。

また、複数回答可とした設問においては、合計が 100 パーセントを上回る場合があります。

なお、回答者数の異なる問については、回答者の数を「N=00人」で表現しています。

間1 あなたの性牙4をお答えください。

選択肢

男性

女性

回

(無回答:1人)

67人

84人

割合

151人

44.49'0

55.69'0

100.09'0

男性
444%

55

十口

=
一
口



問2 あなたの年齢を選択してください。

選択肢

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

合計

■

9人

21人

26人

25人

44人

27人

152 人

5.9,'0

13.89'0

問3 お住まいの町名を教えてください。

17.ド血

16.4ψ0

選択肢

東部

西部

南部

北部

合計

289ψ0

17.8ψ0

100.09'0

、^、、、

、ゞ^、、、、、

、、^、、、、、、、、

、、、、、゛、、、、、、、^、、、

、、、、、、、、^、、、、、、へ、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、ゞ、、、
、、、、、、、、、、U、、、、、ゞん、、

38人

28人

35 人

51人

152 人

、、、^、、、

※ご記入いただいた町名をもとに、東西南北に分けて集計してぃます。

卯代

→§築§く~

、論迦除'、,:ξ;§ト:ゞ、

"入ミ三、;
、、、、、、、、、、、、

、、、、、、U、、^

、、、、、^、、、

、^、、

25.09、0

18.49,0

23.09、0

33.69'0

100.09,'0

東部

250%

56



【駐車場について】

問23 あなたは、自動車を利用(同

通機関は除きます。

避択肢

よく利用する

ときどき利用する

全く利用しない

合計

(無回答:2人)

を含む)しますか。なお、ノ(ス・タクシーなどの公共交

回

97

33

20

150

<年齢別割合>

合

64.79'0

22.09i。

133,'0

1009、'0

70代以と

N・26

"'*
玲す太
型佛

538%

659%

よく判用す
る.64.7兇

76^

^

.「よく利用する」と答えたかたが全体の約65%を占めていることが分かりました。

.「よく利用する」と答えたかたを年齢別で見ると、年齢が上がるにつれて割合が高くな

り、 50代の76%をピークに割合が減少していることが分かりました。また、「よく利用

する」と「ときどき利用する」の合計も同様の傾向があることがわかりました。

72^

33a%

^

よく剰用する

、

郎.フ%

4^

ときどき

"縄鯵

^6^

する口全く判用しない

加傷

＼

、、
X
、

闇
、

.
＼

＼

畿
畿
縫
翻
総

、



問24 あなたは、自動車をどれくらいの頻度で運転しますか。

ほとんど毎日

週に2~3日チ呈度

月に数回ネ呈度

年に数回ネ呈度

連転しない

合計

(無効回答:5 人)

回

76

25

6

4

19

130

58.5,'0

19.2ψ'0

4.69,、0

3.ド血

14.69,0

100.09、0

<年齢別割合>

70代以と
N=19

年に

60代

N43

50代

N毛5

52^

40代

=24

30代
=17

劇2%

ほとんと母日,
58^

20代

咋7

68^

542%

喜1藤曽雛風:体島

0%

ぽとんど毎日

t

28^、

●Π承とんど毎日」、「週に2~3日チ呈度」と答えたかたが全体の約 75%を占め、多くの

方が日常的に運転していることが分かりました。また、20代を除くと、どの年齢層でも
非常に高い割合で運転歩頁度が高いことが分かりました。

叢轟註

2^ 4^ ^

週に2~3白程度口月に撤目程度

70^

之

禮臼
、、

"之島狭挺

金

Ⅱ11胤槻机1

5艇

獄潮

年L数回程度遅転しない

:;t4飢・

58

1^

峯観
'
4



問25 あなたは、主にどのような目的で自動車を通転しますか。(複数回答可)

回答数割合凱選択肢

41 36.69、0通勤・通学

通院 15 13.49'0

子供や親などの送迎 22 19.6,、0

23 20.59"0仕事・業務

23 20.5ψ0旅行・レジヤー

その他(買い物) 24 21.491'0

^
その他(買い物以外) 11 9.8今i'0

回答者数=111人有効回答数=159

※1回答者数に対する割合

※2 「その他」の意見(「買い物」は除く)

.習い事、スポーツ、イベント、趣味、実家への1主来など

<地区別割合>

3.4%

19.^

366%

205%

5%

脂■皿皿厘興,'更臭頁盟■皿目厘冒
1■■亘■ヨ■●皿皿皿目■

1.4%

黙^慧熱

゛■i

^肌11胤織.剛

Ⅲ僻捌

、懈耕劉

.運転の目的につぃて、「通勤・通学」と回答されたかたが最も多く、全体の約37%を

占めることが分かりました。また、地区別に見ると「南部」の回答において、他地区と

比べ「通勤・通字」の回答割合が高いことが分かりました。

59



問26 「問25」で回答した目的で自動車を運転した際に、駐車場にどの程度の時間、駐車し

ていますか。

選択肢 割合回答数

30分未満 7 6.49'0

30分以上1時間末満 30 27.5ψ0

1時間以上3時間未満 35.8ψ039

3時間以上6時間未満
,

5.5ψ06

ゞ゛ゞ§N、恕
6時間以上12時問未満 23.99'026

＼武Υ<が、ゞ＼§＼゛ニ,X§く膳ミ
12時間以上24時間未満 1 0.99,'0

24時間以上

、讐§＼X＼X
0.0ψ00

合計 1009"0

(無回答:2人)(無効回答:

12時問以上2

●比較的短時間の「30分以上1時間未満」、「1時間以上3時間未満」と回答されたかた

が全体の約63%、長時間の「6時間以上12時間未満」と回答されたかたが全体の約

24%を占めていることが分かりました。また、目的別に見ると、「通勤.通学」での駐

車は「6時間以上12時間未満」が全体の約58%を占めること、その他の目的では、

「30分以上1時間末満」、「1時間以上3時間未満」の短時間駐車が非常に多いことが分

かりました。

60

3時間1比ヒ6

<目的別割合>

109

6人)

6時聞以ヒ12時閻来



問27 あなたは目的地から駐車場までの距離はどの程度カミ許容範囲と思いますか0

選択肢

50m (徒歩30秒程度)

10om (徒歩1分程度)

20om (徒歩2分程度)

30om (徒歩3分程度)

40om (徒歩4分程度)

50om以上(捗5分惑以上)

合計

(無効回答:3人)

回諸数割合累計

11 8.5ψ0 8.5%

23 17.7q'0 2629'、0

21 162ψ0 42.3,'0

41 31.59"0 73.89'0

11 8.59,、0 82.39"0

23 17.79"0100.0,'0

130 100.0,"0

<年齢別割合>

70代以上
N=17

60代
N司.2

50代
N毛5

^

鼠lf、

1

欝・

^^

30代
N=16

20代
rギフ

1Ⅲ1刈陛:蝶1

父、肌11111幟N歩矧1Ⅲ1

狐1郡艶',漉^父

、、

14,3肋.

^

L^Ⅲ 11111111供瓣滞俳11111

閣胆Ⅱ朋ⅡⅡⅡⅡ

4(瑛

魚8

^

^

2C泓

ロ^(徒歩^程脚

02(X)m (徒歩2分程脚

4^m (徒歩4分程脚

●窒^

.目的地から駐車場までの距離の許容範囲について、「30om」と答えたかたが約32%で

最も高い割合を占めていることがわかりました。また、年齢別に見ると、20代では「500

m以上」と答えたかたが最も多く全体の約 71%を占め、50 代では全体の 92%の方が

「30om」が許容範囲として回答していることが分かります。

^

1^1, ユ^ ^

虚蹴^

IYA%'Ⅱ旺鞠浬Ⅱ

ぎ・'■1酌談驫謁 E

""卵ⅡⅡ1服Ⅱ肌朋

1^鼠桝

^^

Ⅱ

^

1Φ,・n 僕歩 1分程度)

3卯rn 碇歩3分程度)

^以と(能歩5分程度以上)

蹄
膝
器
一
譲
漆



問28 目的地から、駐車場までかなりの距離(徒歩10分以上)がある場合、どのような条件

であれば利用してもよいと思いますか。(複数回答可)

選,尺肢

駐車場と目的地間でシャト

ルバスが頻繁に運行してい

る

駐車場と目的地間が、路線

バスや路面電車で簡単に行

き来できる

駐車料金等の金銭面で優遇

される

目的地に送迎用の停車スペ

ースがあり、運転手は駐車

場で快適に待機できる

目的地間と雨に濡れずに行

き来できる

回答数 割合※

49 36.8,'0

33 24.8ψ0

その他

65 48.99,'0

その駐車場を使わない

24

回答者数=130 有効回答数=237

※回答者数に対する割合

18.09i。

36.8%

24_^

49 36.8●io

0

18.^

●「その駐車場を使わない」と回答したかたが全体の約 13%を占め、他の選択肢にある

ような対策がある場合には、比較的距跳が遠い場合であっても駐車場を利用する方が多い
ことが分かりました。

0.oq,,、0 0.^

17

48.^

12.8今゛'0

^.8%

12.8%



問29~問46 あなたは、次の地区の駐車は総として足りていると感じますか0

茶屋
1217 6 12 9 15 72 14、3冊

,辺
二

124 4 11 16 17 25 51 亨6官鼻

辺

所 越制126 7 23 12 31 34 19
辺
央 誠●12612 20 9 26 41 18 1'.1弧

■辺

斡*
.思案橋周辺 12 13 25 15 23 38 15

fl.4鼻

124 11 14 12 20 14 53 ¥9.1寓W尋^、

目辺
華' '■t^

124 8 20 12 24 29 31 凰^

。辺

125 8 10 15 31 29 32 ιa^

。辺

§§声;選 11、 12614 25 12 25 30 20 13.^

^^

町、、
S

^

.大浦周辺 124 9 15 17 23 13 47
1翻^,1.7郭

'!

ミミNⅢ1 "
、

12 6 27 8 28 31 24 0鼻

。辺

。駅 127 9 13 8 26 58 13,0妬Tキ瓢 点1ヨ風'"

口辺

鵬Ⅲ献捌 ^25 18 46町周辺 125 3 21 12
^^

、

口 11111 、123 8 21 10 21 11 52 帥^,t^

戸辺

和公園 124 1 1器,織'郵5 16 16 22 15 50
。辺

Ⅲ111k剛"子 124 2 14 12 25 16 55 ^^

12 8 22 11 23 14 46 ^10^

戸

:Ⅲ11Ⅲ111111123 3 12 11 19 11 67 雫蒜^2を4蕎

口辺

※グラフは「利用しないのでわからない」の回答を除く

.駐車場の総数が「少し足りていない」、「足りていない」と回答されたかたが全体の5伊血

を超える地区が多数を占め、特に長崎駅周辺においては約74%と顕著であり、次いで出

島周辺、中央橋周辺で高いことが分かりました。

63

足のている

どちらともいえなU

足りていない

黒)%

,*^、モミ、罵1Ⅲ'棚閣11
1 ・

^叉^1Ⅲ畔棚
. r

逮》二馴1111恨獄:1111Ⅲ窒■.醸

1 ,

.亀寿卿'1i!1ミ1鵡・'

選ミ黒熟剛::y渕Ⅲ宅,■卦

1 '、
但挫 1慧灘、選ミ11111

識>ミ職馴胖'湖Ⅲ11之1^

伯飾職識熊
・ i

だいだい足りている

少し足りて0電い

{T肺

゛為輔

,,;峠'

※
利
用
し
な
い
の
で
わ
力
ら
ね
い

足
り
て
い
な
い

少
し
足
り
て
い
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

だ
い
た
い
足
り
て
い
る

足
り
て
い
る

回
答
数

辺
口
辺
迫



問47 あなたは、次の各地区で駐車できる駐車場(満車ではない駐車場)が見つけにくぃと

感じる地区はありますか。(複数回答可)

選,尺肢 回答数

蛍茶屋周辺 19

諏訪神ネ士周辺 23

市役所周辺 30

中央橋周辺 36

浜町・銅座・思案橋周辺 43

崇福寺周辺

中華街周辺

出島周辺 14

水辺の森公園周辺 24

松が枝町・大浦周辺 12

大波止周辺 15

長崎駅周辺 46

宝町・茂里町周辺 12

浜口周辺 11

平和公園周辺 14

長崎大学周辺 22

住吉周辺

赤迫周辺

特に感じない 20

回答者数=125 有効回答数=408

※回答者数に対する割合

96%

割合※

15.2q'0

18.49'0

24.09'0

28.89'0

34.49'0

8.89'0

24.09'0

11.29'0

19.29,'0

9.69'0

12.09"0

36.89"0

9.69,'0

8.89'0

11.29,'0

17.6,'0

14.49'0

6.49,、0

16.09,0

17.6%

14.4%

6.4%

15.2%

18.4%

24.(^

11.2%

19.2%

6.^

88%

12.(跳

24.(泓

●駐車場を見つけにくいと感じる地区として、「長崎駅周辺」と回答されたかたが回答者

全体の約37ψ0、「浜町・銅座・思案橋周辺」が約34ψ0を占め、高いことが分かりました。

16.(跳

28.^

34,4%

11.2%

9.6%

8'8%

1
 
0

1
 
3

W
8



問48 あなたが、目的地周辺で空いている駐車

験したことがある項目を答えてください。

選択肢

目的地の駐車場が空くの

を待った

目的地からかなり離れた

駐車場に駐車した

目的地付近に路上駐車を

した

目的地付近の駐車場や道

路以外の別のスヘースに

駐車した

目的地に同乗者を降車さ

せ、用事が済むまで運転

手は別の場所で待機した

目的地に行くことをあき

らめた

回答者数=130 有効回答数=253

※回答者数に対する割合

回答数

が見つからなかつた

(複数回答可)

割合

62 47.0色,'0

90

臣の対処として、経

68.29"0

4 3.09b

11

フ.(^

3.0%

8.3%

.周辺の道路交通に支障を与えない「目的地からかなり離れた駐車場に駐車した」と回答

されたかたのが全体の約68%と最も高い割合であるものの、次いで道路上での空車待ち

となる「目的地の駐車場が空くのを待った」と回答されたかたのが約47%であることが

分かりました。

44

83%

33.3,'0

.2%

42 31.891'0

33.3%

1.8%

65



問49 あなたは、駐車

可)

選,尺肢 害1ム回答数

電話で問い合わせる 3 2.39,'0

目的地のホームページを閲
14 10.89,'0

覧する

目的地周辺の駐車場の案内
13.19'017

ホームページを閲覧する

地図や地図アプリ、カーナ
24 18.59io

ピの機能を使う

目的地周辺で直接探す 90 6929,'0

特に調べない 35 26.99、0

(回答者数=130人)(有効回答数=183)

所や料金、満

、、・・・・,・・,・4t

a;泓 捌瑠

目的地のホームペジを師覧する

地図や地閏アプリ、カーナピの概硬を使う

特にい

報をどのように調べますか。(3つまで回答

26.9%

^^腿肌Ⅲ1

ミ澱撚肌1Ⅲ1122.(拐 .(洗

Z瑠 40%

692%

n

1(^

<年齢別割合>

3%
70代以上
N 23

0.%

60代

N'581

・劉1

23%

●「目的地周辺で直接探す」と回答されたかたの割合が全回答者のうち約69%であり、

事前に駐車場の情報を得る選択肢は割合が少ないことが分かりました。また、年齢別に見

ると、年齢が上がるにつれ、事前把握の回答が少なくなる傾向にあることが分かりました。

....'゛.'4゛'ι^

10.^

66

・,・,,.、,之4筋,....、.,'.

....''.'..'

13.1%

50代
N掃8

、.'・'、・..・.,、・'・'・'・'・・卵 2胎'・・,,,・・,・・,,・・

9%慧難、二熊11' ・・、'..','.、、 4々'.4%.',...,',,..,.,

事前把

185%

・,,・・、・,,,,,・醇コ.^・,,・・・,,,,・.,...、

'OR

3

N29

30代
N=23

0

20代
N=12

.%

0%

話で伺い合わせる

目的地囲辺^煽^ホムヘジを師覧する

目的地囚辺τ池接探す

13.8%

.3

%



問50 あなたは、商業施設に買い物やレジャーに行く、どのような条件であれば、自動

車を使わずに目的地に行きますか。(3つまで回答可)

選択肢

徒歩で行ける範囲の目的地

目的地に公共交通機関の停
58

留所等がある

公共交通機関から目的地ま
26

で雨に濡れずに移動できる

自宅と目的地共に公共交通
54

機関の停留所等1こ近い

駐車場の料金力叫F常に高い 26

駐車場がいつも満車状態で
27

入庫に時間がかかる

自動車を使わないで来ると
13

特典サーピスが受けられる

余程のことがなければ自動
34

車を利用する

回答者数=B0人有効回答数=315

※回答者数に対する割合

回答数

フフ

害1合,※

58.89,'0

9.99,0

「、、、、、^44.3%44.3%

19.^

19.891'0

41.2%41.2%

[1119.9%

[11^26.(泓

.歩行距雛が短いことを連想する「徒歩で行ける範囲の目的地」、「目的地に公共交通機関

の停留所等がある」、「自宅と目的地共に公共交通機関の停留所等に近い」の3つの回答の

割合が高いことが分かりました。

19.89'0

26.091'0

19.^

58.8%

20.69,0 .6%



問51 市内の駐車場に関する意見がある場合は、記述してください。(自由記述)

(駐車場の質に関する意見)

.出入りが難しい駐車場や、車路が狭く離合しにくぃ立体駐車場よりは、多少目的地より雛れ

ていても、広くて安心して出入りできる駐車場を選んでしまう。

.1台、 1台の駐車スペースが狭い。入口、出口が出入りしにくぃ。立体駐車場が最近の自動

車の車高に対応できていない。

.市内中心部に行く際には、小規模の駐車場は空きが探しにくぃため、商業施設などの大きな

駐車場に停めるようにしてぃる。

.数を増やすより既存の駐車場を整備する方が効果があると思う。(循環効率が上がる為)

・中心部に広い駐車場があると助かる。

.中心部の駐車場は狭い。ぶつけそうになるので、スペースの規制を作ってほしい。

.市内コインパーキングの空き状況が複数、りアルタイムで確認できるとよい。

.立体駐車場の駐車スペース、走行スペースが狭い。

.場所、日時で駐車場周辺に車が集中するため、他の車の迷惑になっていると思う。

.駐車場マツプ等が配布されると助かる。どこに駐車場があるのかわからない。

.駐車場が少ないのもあるが、スペース(車を停める)が狭いと思う。今は、大きめのワゴン

を持っている家庭が多いので、隣り合わせるとドアがあけにくぃこともある。

.浜町周辺の駐車場は、とても利用しづらいと思う。商店街繁栄のためにも、位置など検討

し、整備してもらいたい。

・駐車スペースが狭い駐車場が多い。

.最近は浜の町へ車で出かける事はなくなったが、子供が小さい頃は商業施設が浜の町しかな

く、'駐車場→べビーカーでの移動は、荷物を抱えてはおっくうだった。今の若い方は_駐車

場完備の商業施設で買い物が出来、また、ベピーカーの貸し出し等もあり、うらやましい。
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(駐車場の量に関する意見)

.時津方面に住んでいる友人は浜町周辺には駐車場がないし、大きな駐車場があっても浜町

からはなれているのであまり浜町周辺には来ないと話してぃたことがあった。

.長崎痔尺周辺に駐車場が少ない。また、混雑している場合戸惑う。

・浜町周辺は駐車場が少ないので困る。

.全体的に駅を起点として北の方向は余り問題ないと思う。南の方向は駐車場が少ないと思

つ。



.市内中央部は駐車場が特に少ないと感じる。長崎という土地柄、大変かもしれないが、もっ

とたくさん駐車場があれぱいいと思う。

.市内中心倍Bの駐車場が少ない。

.長崎は駐車場が足りないといっも思う。だから、足りない所には寄り付かないように生活し

ている。

.公共の駐車場をもっと増やしてもらいたい。

.安くて広い駐車場を増やしてほしい。

.郊外の住宅地にも時間駐車場があった方がよい。

.くんちやランタンなどイベントがある時はなかなか駐車場が空いていないので、遠くにとめ

てタクシーで行ったり、行く事をやめたりする。そういう時に臨時駐車場があれぱもっとイ

ベントに行きやすいと思う。

.空いてぃる駐車場が少ない。

.長崎市全体にもっと大きな駐車場が増えることを望む。

.広くて、料金が安い駐車場が増えて欲しい。

.仕事で市内駐車場を利用する際は、特に「満車」状態で不便と感じることはあまりない0 特

に市役所周辺へ行くことも多いが、あるチ呈度の数が整備されており、不便には感じない0

.観光客の方向けの施設周辺は時期によっては、満車状態力跳売く事が散見されているように感

じる。目的地によっては改善の必要があると思う。

.駐車場付近の道路が狭く、停めづらいところが多い。

.鴾豺a不自由していない。

.旧長崎市の駐車場は充足しているとは(特にイベント開催時)言えない。でも市街地に駐車場

を増やすのではなく、新しく長崎市となったエリアに大きな駐車場を設け、市街地までのア

クセスを良くする方向に考え方を変えれば、新市内となったエリアの経済効果と認知度叩

を狙えると考える。

(施設個別の駐車場に関する意見)

.商業施設のキャンペーンやイベントがあると満車になることが多く、駐車に時間がかかる。

他の場所(公共施設の駐車場)を無料開放してほしい。

.長崎大学病院の駐車に満車のため大変時間が力、かった。'改善してほしい。

.商業施設の駐車場待ちもわかっているので休日は行かないようにしている。

.駐車待ちの車が車線を占有しているのは交通事故の原因伝なるので警察が指導すべき。
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.大型商業施設の駐車場が満車で数時間待つこともある。

(駐車料金に関する意見)

・駐車場代が高い。

.民問の駐車場がほとんどなので、料金が高くて、病院への送迎が大変になる事がある。

.長崎市内の駐車料金は高い。公共交通機関も小さい子供がいると動きにくぃ。だから、市内

より駐車料金がかからない時津や長与に買い物に行く。長崎市内にお金を落としたくても考

える。

.駐車料金が高すぎる。市営、県営など公営の駐車場を増やす必要があると思う。30分100

円は多いが40分100円となると、いつも満車でなかなか空かない。10分の違いは大き

い。

.j首路脇にあるバーキングチケット(市民会館横、税関前、安達ピル横他)の駐車料金を1時

間単位から30分単位に変更してほしい。

・市内中心部の駐車場は料金が高い。

・他県と比べて駐車料金が高い所が多い。

.20分単位の料金設定などは空いている所があるが>駐車場代金が高いと思う。

・料金が高い。

.車で行く利便性を優先するなら、この狭い町で"少ない、高い"という.のは、あるチ呈度、受容

しないといけないと思う。

・市で助成できないのか。

.市内場所によって多少の差があるのは当然と思うが、観光地付近の駐車料金が高いと感じ

る。

・街から遠い地域には駐車料金を安くして欲しい。

.長崎地区の駐車場は、中心倍Ⅲこおいては一駐車料金が高いと思う。

・駐車場が少ないうえに料金が高すぎる。

・駐車料金が高すぎる。

.長時間駐車する場合、最大料金が決まっている駐車場の数が少ないと思う。

.大村、諌早の友達が長崎に来る時;駐車場の心晒三をよくする。利用するとき、長くなりそう

なときは、駐車料金が定額であったり、買い物したら、優遇される所を利用してしまう。
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.地図アプリには小さな駐車場も載ってぃるのだろうか。料金が高くなってしまいびっくりし

たこともあるので、アプリに料金も載ってぃると助かる。定額料金で1,000円以下ぐらい

だと助かる。

.主に浜の町周辺の駐車場を利用するが、料金が高い。

.松が枝町にある2つの駐車場のバス料金を見直してはどぅか。ランタンフエスティバル時に

県外観光バスのドライバーより「経費を僅かでも削減するため安い駐車場を利用する」と聞

いた_駐車料金をイベント時限定でも割引し、松が枝町の駐車場に誘導する事でグラバー園

に立ち寄る等、観光客が使用するお金が増える事もあるのではないか。

.路上駐車可能エリア(パーキングチケット)では1時間しか駐車できないので、30分単位

で2時間を上限として設定したら如何か。

.料金が高いし、駐車場が少ない。

.率直に言って田舎なのにも関わらず高い。

.駐車場代金が高い。

.どの地域も駐車場を探すのに苦労する。.あっても駐車料金が高い。

(駐車場以外に関する意見)

.バス停など、雨の日に濡れず、イスに座って待てるようにして公共交通機関が利用しやすい

ようにしてほしい。

.バス運賃が高い。一区問で最高50円上がる。

.事故が多いイメージ。道も狭く、毎日同じ所で渋滞している。危険な道も多い。信号なども

増やしてほしい。

.市中心部へ行く際、公共交通機関の利用を勧められるが、交通便力叫F常に悪い地1或から利用

しにくぃ。バスが1時間に1便だと利用したくても無理。市街地から離れた地域への配慮を

もっとして欲しい。
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2 計画改訂の経過

計画改訂に着手

平威31年3月市都市愁董寄議会
議題:駐車場実態調資D実施{こつぃて

令和2年3月駐車場実態調査の実施

令和3年3月都市経営会議
議題:駐車場御庸ヨ1画a湛本方針につぃて

令和3年5月都市経営会議
議題:駐車場整僻十画a湛本方針につぃて(再付調

令和3年6月市都市鞠董審議会
議題:駐車場整備計画d療案につぃて

令和3年6月市議会建設水道委員会
議題:駐車場整備計画α凄案につぃて

令和3年7月ノCブリック・コメントの実施

令和3年10月市都市刻亜審議会
議題:駐車場整備計画の原案につ、て

原

改訂(令和3年11月)

案



3 用語解説

用語

カーシエアリング

解説

特定の自動車を共同使用するサービスのこと。自動車を借りるという

点ではレンタカーと近いサーピスであるが、一般的にレンタカーよりも

短時間の利用を想定しており、自家用車を所有せずとも気軽に車を利用

できる。

お札や小銭などの現金を使用せずにお金を支払うごと。キャツシユレ

ス決済手段には、クレジットカード、デピットカード、電子マネー(プ

りぺイド)やスマートフォン決済など、様々な手段がある。

人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持する

ことにより、生活サーピスやコミユニティが継続的に確保されるよう居

住を誘導すぺき区域。

自動車利用者の交通行動の変更を促すことにより、都市や地域レベル

の道路交通混雑を緩和する手法。

交通需要マネジメントには、「時間の変更」、「経路の変更」、「手段の変

更」、「交通量の平準イヒ」、「発生源の調整」に関する施策があり、「交通量

の平準イヒ」、「自動車交通の減少」、「移動量の減少」などの交通流の変化

を目的としている。

商業、医療、福祉、教育、文化、行政等の各種サービスを提供する施

設のうち、日常の生活圏域を超えて、広域的に全市民または各地域に住

む市民が公共交通等で都市の主要な地域(都心部、都心周辺部、地域拠

点)に移動して効率的に利用できる質の高いサーピスを提供する施設の

こと。

長崎市立地適正化計画において、将来にわたってあるべき高次な都市

機能増進施設を整理している。

不特定多数の者が自転車を共同使用するサーピスのこと。

利用者は好きなサイクルボートで自転車を借り、別のサイクルポート

で自転車を返すこともできる。

ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動

車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車のごと。

歩道等の部を撤去してタクシー乗り場と停車区間を設置したもの。

キャッシユレス決済

居住誘導区域

交通需要マネジメン

ト

高次な都市機能増進

施設

シエアサイクル

次世代自動車

タクシーペイ
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用語

ダプ'ルスペース

駐車場案内システム

車いす使用者のための幅の広い駐車スペース(幅3.5m以上)にプ

ラスして軽度障害者や高齢者用に通常の幅(幅2.5mチ呈度)で施設出

入口に近い駐車スペースを設けること。

駐車場整備地区

道路上に設置した駐車場案内板に、各駐車場から受けた満空情報をり

アルタイムで提供することで、駐車場への円滑な案内を行うシスデムの

こと。本市では平成4年に導入を開始し、システムの老朽化などにより

平成25年度末に廃止している。

特定用途

解説

商業・近隣商業地域などにおいて、自動車交通が著しくふくそうする

地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると

認められる地区で、都市計画で定める地区のこと。

とむ~で.

駐車需要を生じさせる程度の大きい用途のこと。百貨店その他の店舗

や、事務所、病院、ホテルなど。

C om

(一社)長崎サーピスアンドディベロップメントが運営管理するシス

テムで、スマートフォンなどにより、登録されている駐車場の位遣や満

空盾報などをりアルタイムで確認することができる。

パーキングメータ

・パーキングチケ

ツト

駐車需要を生じさせるネ呈度の小さい特定用途以外の用途のこと。住

宅、学校など。

パーキングメーターとは、時間制限駐車区画内に設置され、車両を感

知し駐車している時間を自動的に測定する機械のこと。

パーキングチケットとは、時間制限駐車区画内に設置され、パーキン

グチケットを発給する機械のこと。パーキングチケットには、発給を受

けた日時や駐車を終了すべき時刻等が印字されてぃる。

※時間制限駐車区画:時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路

の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のこ

と。

パークアンドライド

非特定用途

市街地への自動車の流入を抑制するための対策で、市街地周辺部に駐

車し、市街地では公共交通機関を利用する取組みのこと。公共交通機関

の利用促進や交通渋滞の緩和、二酸化炭素削減等の効果がある。
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用語

附置義務制度

M a a s (モピリテ

イ・アズ・ア・サー

ピス)

一定規模以上の建築物を新築・増築などする場合に、駐車施設の設置

を義務付ける制度のこと。

地方公共団体の条例により、対象となる施設用途や規模について定め

る。
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ICT (情報通信技術)を活用し、マイカー以外のすべての交通手段

によるモピリティ(移動)をーつのサーピスとしてとらえ、シームレス

につなぐ新たな「移動」の概念。利用者はスマートフォンのアプリを用

いて、交通手段やルートを検索、利用し、運賃等の決済を行う例が多

い。

路外駐車場

解説

道路の路面外に設置される駐車場で、不特定多数の利用者が利用する

駐車場のこと。月極駐車場や社員専用駐車場などは除く。


